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宋
代
に
於
け
る
黛
９
　
の
一
環
と
し
て
の
制
科
の
改
癈
問
題

荒

木

　
　
　

敏

一
、
序

　
　
　

言

二
、
煕
寧
三
年
の
制
科
を
続
る
新
法
奮
法
二
涙
の
論
争

三
、
煕
寧
七
年
の
制
科
停
疲
と
そ
の
艮
因

四
、
元
祚
二
年
の
制
科
復
活
と
紹
聖
元
年
の
再
停
磨

五
、
結

　
　
　

語

　
　
　
　
　

一
、
序

　
　
　

言

　
　

「
昔
、
漢
は
賢
科
を
設
け
て
大
道
の
要
を
開
か
ん
と
欲
し
、
唐
は

制
科
を
開
い
て
以
て
非
常
の
才
を
待
て
り
」
と
稀
せ
ら
れ
、
「
炎
劉

の
人
を
得
た
る
は
賢
良
の
選
よ
り
し
、
有
唐
の
治
を
将
せ
し
は
制
畢

の
科
に
由
い
」
と
も
言
わ
れ
た
官
吏
登
用
法
の
一
種
た
る
制
科
Ｊ
ｍ
Ｊ
北

は
趙
宋
の
世
に
至
り
て
も
依
然
と
し
て
引
績
き
人
材
を
輩
出
せ
し
め
、

　

「
得
る
所
は
多
く
天
下
豪
傑
の
士
な
り
」
の
言
葉
の
如
く
、
富
弼
・

張
方
不
・
蘇
轍
・
蘇
軋
な
ど
を
は
じ
め
、
愛
り
種
と
し
て
状
元
を
も

一

つ
て
制
科
に
庖
じ
合
格
せ
し
孫
何
・
孫
費
あ
り
、
か
と
思
う
と
布
衣

に
て
賢
良
の
科
に
中
り
し
謝
諒
も
あ
っ
≒
と
い
う
わ
け
で
ヽ
文
字
通

り
朝
野
の
抜
俗
の
逸
材
を
抜
擢
任
用
す
る
の
盛
観
を
呈
し
た
。
併
し

宋
の
制
科
を
唐
の
そ
れ
に
比
較
す
る
な
ら
ぼ
宋
人
が
「
（
唐
は
）
人
を

取
る
こ
と
今
に
比
し
て
多
し
≒
と
言
っ
た
如
く
唐
の
盛
な
る
に
は
及

ぼ
す
、
そ
の
繁
架
も
人
気
も
科
學
、
特
に
進
士
科
に
奪
わ
れ
て
行
っ

た
。
印
ち
『
宋
の
才
を
得
る
は
多
く
進
士
に
由
る
。
制
科
を
以
て
詔

に
謳
す
る
者
少
』
の
状
態
で
ヽ
偶
々
人
材
を
得
て
も
そ
れ
は
「
偶

然
の
幸
」
な
る
一
語
で
片
附
け
ら
れ
て
了
っ
た
。
何
故
か
ゝ
る
愛
化

衰
１
　
が
起
っ
た
か
。

　

第
一
に
唐
で
は
天
子
の
制
策
一
道
に
對
え
し
む
る
の
み
で
あ
っ
た

か
、
宋
で
は
慄
め
有
司
に
命
じ
て
行
う
論
六
首
の
閣
試
耀
丿
匹
匹
Ｊ
Ｊ

の
名
あ
り
。
員
宗
朝
に
創
る
。
九
鰹
十
七
史
七
書
等
の
正
文
及
注
疏
で
合
各

よ
り
六
問
出
題
（
例
せ
ば
「
定
四
時
別
九
州
聖
功
執
大
」
の
如
し
）
。
～

　

４
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一
ｉ
!
S
i
と
す
る
を
要
し
ヽ
然
る
後
宮
中
崇
政
殿
奴
｀
］
驀
に
於
け
≒
天
子

の
御
試
策
四
一
『
心
雛
一
’
匹
Ｊ
ル
０
１
　
ず
に
就
く
の
二
段
制
と
な
っ
ぞ
・
「
論

を
先
に
す
る
は
蓋
し
其
の
博
學
を
探
ら
ん
と
欲
し
、
策
を
後
に
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喝

は
又
た
其
の
才
用
を
観
ん
と
欲
し
」
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
が
、
こ

の
二
段
制
の
探
用
の
結
果
「
倫
撰
既
に
精
に
し
て
士
の
濫
進
す
る
者

　
　

功

無
し
」
の
状
を
馴
致
し
た
。

　

第
二
に
は
元
爽
、
漢
唐
制
科
の
精
榊
は
多
く
兵
荒
災
異
あ
れ
ぼ
天

下
に
詔
し
て
賢
科
を
開
き
、
所
謂
直
言
極
諌
を
求
め
或
は
闘
政
を
稗

け
ん
と
の
趣
旨
な
れ
ば
「
策
目
の
訪
う
所
は
皇
王
の
要
道
・
邦
家
の

　
　

哨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

陶

大
務
」
な
る
べ
く
、
其
の
試
は
「
古
義
を
援
い
て
以
て
今
を
質
す
」

を
本
旨
と
す
４
　
。
従
て
「
惟
だ
端
正
修
潔
是
れ
務
め
匝
々
た
る
記
誦

の
末
を
先
に
す
」
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
る
に
宋
で
は
漸
く
典
籍
の

名
敷
、
細
部
な
る

記
誦
の
學
を
以
て

し16)経
１-

　

義

を
問
う
の
傾
向
に
走
り
、
或
は
「
責
む
る
に

或
は
「
窮
め
し
世
ふ
に
知
ら
ざ
る
所
を
以
て

　
　

し
、
彊
う
る
に
能
わ
ざ
る
所
を
以
て
す
る
」
の
風
を
生
じ
た
。
か
く

　
　

識
見
人
物
本
位
か
ら
暗
記
試
験
本
位
へ
愛
化
し
た
制
科
を
以
て
い
わ

　
　

ゆ
る
超
絶
の
才
を
待
つ
こ
と
は
最
早
困
難
と
な
っ
た
。
四
四
匹
四
四

　
　

彦
古
な
る
劣
等

　
　

者
出
づ
（
後
逍
）

1
9
8

　
　

第
三
に
は
他
薦
・
臨
時
を
元
爽
の
特
色
と
す
る
制
科
が
宋
初
よ
り

自
薦
を
も
許
容
し
、
つ
い
で
仁
宗
天
聖
以
後
科
場
の
年
に
従
っ
て
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喝

く
と
云
う
こ
と
に
な
っ
て
科
畢
的
色
彩
を
よ
り
濃
厚
に
し
愈
々
具
價

を
喪
失
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
’
殊
に
自
薦
を
認
め
た
こ
と
は
制
科
の

相
場
を
著
し
く
低
下
せ
し
め
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
他
薦
の
制
科
は

自
薦
の
科
皐
よ
り
高
し
と
す
る
の
が
、
元
来
一
般
の
考
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
自
薦
を
認
め
た
こ
と
に
對
し
次
の
如
き
批
利
か

飛
ん
だ
。

　

「
夫
れ
自
ら
皐
ぐ
る
と
、
人
、
之
を
學
ぐ
る
と
、
世
を
属
ま
し
俗
を

嬌
め
る
所
以
は
、
豊
に
同
日
に
語
る
可
け
ん
哉
。
今
は
惟
だ
進
士
自

皐
す
る
の
み
な
ら
ず
賢
良
方
正
も
亦
だ
自
皐
す
。
豊
に
過
に
非
ら
す

や
。
（
中
略
）
古
の
此
の
名
（
制
科
）
に
営
り
し
者
、
方
め
誘
に
潜
處
に
高

臥
し
蒸
雁
珪
璧
の
聘
三
、
四
た
び
至
る
も
逐
に
能
く
瀧
口
を
知
ら
す
。

今
や
循
’
々
然
と
し
て
顔
色
を
窺
い
便
利
を
求
め
て
進
む
」
と
。
か
く

て
制
科
は
科
畢
に
近
付
け
ば
近
付
く
程
自
滅
の
淵
に
近
づ
い
た
の
で

あ
る
。

　

第
四
は
、
制
科
は
他
人
の
推
薦
を
奪
重
す
る
と
云
う
主
義
の
も
の

で
あ
る
か
ら
、
元
洙
詣
落
制
は
無
か
っ
た
が
、
唐
に
設
け
ら
れ
、
宋

に
常
制
の
如
く
な
り
、
殆
ど
毎
制
科
不
合
格
者
を
出
し
、
時
に
は
全

部
選
に
中
ら
な
か
っ
た
こ
と
屯
あ
る
。
こ
の
黙
に
於
て
屯
全
く
科
學
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1
9
9

　

の
法
の
丸
１
　
み
が
見
受
け
ら
れ
る
。
か
く
て
は
必
ず
し
も
進
士
科
よ

　
　

り
有
利
な
待
遇
を
賜
輿
さ
れ
な
か
っ
た
制
科
に
世
人
か
背
中
を
向
け

　
　

る
の
は
自
然
の
勢
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
　
　

第
五
は
制
科
及
第
者
に
賜
具
さ
れ
し
恩
敷
待
遇
は
必
ず
し
も
進
士

　
　

科
の
そ
れ
を
上
廻
ら
な
か
っ
た
こ
と
之
で
あ
る
。
世
間
的
に
は
「
賢

　
　

良
は
鹿
、
進
士
は
愈
」
の
啓
久
の
如
く
賢
良
は
進
士
よ
り
高
く
評
價

　
　

さ
れ
な
が
ら
、
賞
質
的
に
は
然
ら
す
、
後
に
も
詳
述
す
る
が
、
凡
そ

　
　

宋
の
制
で
は
制
科
第
三
等
及
第
は
進
士
第
一
人
及
第
と
對
等
に
、
第

　
　

四
等
及
第
は
進
士
第
二
第
三
人
相
営
に
、
第
四
等
次
及
第
は
進
士
第

　
　

四
人
第
五
人
相
常
に
官
が
賜
具
さ
れ
、
従
て
一
見
有
利
の
如
く
な
る

　
　

も
、
賓
際
は
制
科
第
一
】
等
並
び
に
第
二
等
及
第
は
未
だ
嘗
て
賜
典
さ

　
　

れ
し
こ
と
な
く
、
ま
た
制
度
と
し
て
も
無
か
位
し
も
の
ｘ
如
く
、
従

　
　

っ
て
制
科
で
は
第
三
等
及
第
を
高
第
と
精
し
た
か
ら
、
結
果
的
に
見

　
　

て
制
科
合
格
は
進
士
科
合
格
者
以
上
に
出
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
　

こ
の
事
は
制
科
に
人
気
の
集
中
せ
ざ
り
し
一
因
と
な
っ
た
こ
と
は
否

　
　

定
出
来
ま
い
。

　
　
　

以
上
五
つ
か
宋
代
制
科
の
概
ね
振
わ
ざ
る
に
至
り
し
原
因
で
あ
っ

　
　

た
。

　
　
　

之
を
要
す
る
に
元
来
科
翠
の
如
き
常
選
の
法
拡
て
は
い
わ
ゆ
る

「
異
人
を
致
す
に
足
ら
ざ

幻る
」
を
以
て
、
別
に
英
偉
抜
俗
の
人
、
方

征
博
恰
の
士
を
収
め
ん
が
錫
め
の
制
科
Ｉ
大
科
と
さ
え
別
循
さ
れ

た
Ｉ
が
上
述
の
如
く
科
卒
化
し
て
恰
も
科
卒
の
特
殊
な
る
別
科
の

観
を
呈
し
、
し
か
も
「
科
卒
の
常
法
を
用
い
て
天
下
の
才
を
得
る
に

足
ら
ず
。
其
の
偶
然
之
を
得
る
者
は
幸
な
則
」
と
評
せ
ら
る
ｘ
に
至

っ
て
は
最
早
や
そ
の
存
在
の
意
義
も
稀
薄
な
り
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
0

足
ら
す
。
其
の
偶
然
之
を
得
る
者
は
幸
な
り
」
と
評
せ
ら
る
ｘ
に
至

っ
て
は
最
早
や
そ
の
存
在
の
意
義
も
稀
薄
な
り
と
言
わ
ざ
る
を
得
か

い
。
殊
に
煕
寧
三
年
し
作
　
　
咀
後
進
士
科
殿
試
に
於
て
も
策
問
を
も
っ

て
親
試
す
る
に
至
る
や
ｙ
。
制
科
と
科
旱
と
は
愈
々
接
近
の
度
を
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幻

し
、
し
か
も
「
（
進
士
の
策
）
文
理
制
科
に
過
ぐ
る
者
有
り
」
と
の
批
判

を
受
け
る
に
至
っ
て
は
制
科
に
と
っ
て
致
命
的
た
ら
ざ
る
を
得
ぬ
。

　

か
く
の
如
き
宋
代
に
於
け
る
制
科
の
科
卒
化
と
無
意
義
化
印
ち
衰

退
の
裡
に
煕
寧
七
年
し
9
0
4
4
　
宗
皇
帝
は
遂
に
漢
唐
以
来
古
き
傅
統
を

有
す
る
制
科
を
停
巌
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
か
、
此
の
さ
ご

小
論
は
そ
の
停
止
の
原
因
か
草
に
上
述
の
如
き
諸
鮎
の
み
に
在
る
の

で
は
な
く
、
賞
は
北
宋
時
代
の
新
法
・
薗
法
用
黛
の
政
孚
と
頗
る
開

係
あ
る
こ
と
を
述
べ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
先
き
に

小
稿
「
北
宋
の
制
科
」
靉
障
詐
言
の
末
尾
に
於
天
多
少
・
蹊

的
に
鯛
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
も
と
よ
り
そ
れ
は
前
稿
の
主
目

標
で
は
な
く
単
に
煕
寧
七
年
の
停
度
が
新
法
家
の
手
に
よ
っ
た
こ
と

-30-



を
論
じ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
更
に
検
討
し
行
く
う
ち
に
。

煕
寧
七
年
の
停
度
に
先
立
つ
四
年
前
の
制
科
の
試
に
、
菌
法
家
系
の

孔
文
仲
及
び
呂
陶
が
受
験
し
、
そ
の
御
試
の
對
策
に
於
て
痛
烈
に
王

安
石
の
理
財
訓
兵
の
読
を
非
難
攻
撃
し
た
ｘ
め
、
王
安
石
・
紳
宗
の

感
情
を
大
い
に
害
し
、
一
旦
及
第
し
た
孔
文
仲
が
紳
宗
と
王
安
石
の

篤
に
絹
け
ら
れ
た
こ
と
、
そ
れ
に
對
す
る
善
法
蔵
の
は
げ
し
い
抗
議

と
論
争
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
、
紳
宗
死
後
哲
宗
即
位
し
て
善
法
黛
の

天
下
と
『
な
る
や
元
祐
二
年
Ｅ
如
制
秤
は
再
び
復
活
さ
れ
た
こ
と
ヽ
し

か
る
に
同
じ
哲
宗
治
下
に
あ
Ｉ
な
が
ら
、
そ
の
末
年
に
近
い
紹
聖
元

・年
隷5

即
ち
、
宣
仁
太
后
高
氏
の
死
後
を
う
け
て
哲
宗
の
親
政
と
な

よ
り
煕
豊
識
が
再
び
重
用
さ
れ
は
じ
め
る
と
制
科
停
度
を
主

張
す
る
章
惇
ら
の
献
議
は
容
れ
ら
れ
た
こ
と
、
か
く
制
科
の
改
変
と

両
窯
政
権
の
消
長
と
は
互
に
闘
連
し
て
い
る
こ
と
を
突
止
め
得
た
。

よ
「
て
、
改
め
て
茲
に
家
９
　
の
一
環
と
し
て
の
制
科
の
改
変
と
云
う

角
度
か
ら
、
こ
の
小
論
を
草
し
た
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　

ニ

　

煕
寧
三
年
の
制
科
を
続
る
新
法
・
菌
法
二
派
の
論
争

　

ヽ

　
　
　

既
述
の
如
く
、
煕
寧
七
年
い
に
榊
宗
が
制
科
を
停
度
す
る
四
年
前
、

2
0
0

　

す
な
は
ち
煕
寧
三
年
配
九
月
乙
巳
に
崇
政
殿
に
於
て
賢
良
方
正
等

科
の
親
試
が
行
わ
れ
、
つ
い
で
壬
子
の
日
に
詔
下
り
、
そ
の
時
の
慮

試
者
呂
陶
、
孔
文
仲
、
張
糟
等
五
人
に
對
し
て
そ
れ
ぞ
れ
成
績
判

定
の
結
果
に
よ
る
待
遇
恩
命
の
こ
と
が
翌
表
さ
れ
た
。
し
か
し
孔
文

仲
に
對
す
る
御
沙
汰
は
頗
る
世
人
の
期
待
を
裏
切
り
、
意
外
と
す
る

程
の
冷
た
い
所
遇
（
鵬
落
）
で
あ
っ
た
。
何
故
か
ゝ
る
期
待
外
れ
の

結
果
と
な
っ
た
の
か
。
績
頁
治
通
鑑
長
編
づ
七
皇
朝
編
年
綱
目
備
要

惣
宋
會
要
稿
葦
二
卵
愧
訟
胆
‰
宋
史
離
要
や

傅
ヽ
及
同
書
酪
心
呂
陶
傅
ヽ
文
献
通
考
四
三
選
草
賢
良
方
正
な
ど
に
記

載
あ
り
て
、
全
容
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
最

も
詳
細
且
つ
具
謄
的
な
る
長
編
の
記
載
を
中
心
に
他
書
を
も
っ
て
補

正
説
明
す
る
と
い
う
方
法
を
と
る
こ
と
に
す
る
。

績
資
治
通
鑑
長
編
略
七
煕
寧
三
年
九
月
乙
巳
の
條
に

　

（
一 匹

）
圭
腎
で
ｗ
ｌ
雷
ず
。
（
公
認
馥
斡

　

ｊ
）

と
あ
り
、
つ
い
で
壬
子
の
條
に

　

詔
す
ら
く
「
賢
良
方
正
等
の
科
、
太
常
博
士
通
判
蜀
州
呂
陶
は
Ｉ

　

任
を
陸
し
堂
除
を
呉
え
ん
。
太
廟
１
　
部
張
檜
は
判
司
主
簿
或
は

　

（
駆
）
尉
に
堂
除
せ
ん
。
前
（
匹
一
四
四
Ｊ
）
台
州
司
戸
參
軍
孔
文
仲
は

　

流
内
鐙
を
し
て
告
示
せ
し
め
軍
州
團
練
推
官
の
本
任
に
登
赴
せ
し
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め
ん
。
」
と
。
陶
等
皆
な
選
に
中
る
。
而
し
て
文
仲
の
策
初
め
第
三

等
に
在
ぶ
。
手
す
か
ら
詔
す
ら
く
「
制
科
の
調
の
字
の
貌
倦
は
、

其
の
條
對
を
詳
観
す
る
に
、
大
低
意
は
流
俗
を
尚
び
、
是
非
を
後

に
す
。
ま
た
時
政
を
毀
薄
す
る
に
先
王
の
経
を
援
正
し
、
而
も
軋

ち
義
理
を
失
え
り
。
朝
廷
比
ご
ろ
、
直
言
極
諌
の
科
を
設
け
以
っ

て
聡
明
を
開
披
し
天
下
賢
智
の
士
を
末
ら
し
め
ん
と
す
る
者
は
、

豊
に
能
く
天
下
の
情
を
以
て
上
に
告
ぐ
る
者
、
之
を
直
言
と
謂
い
、

人
君
、
汚
徳
悪
政
有
ら
ぼ
、
能
く
其
の
卑
高
の
勢
を
忘
れ
道
を
以

て
之
を
争
う
、
之
を
極
諌
と
謂
う
者
を
謂
う
に
非
ず
や
。
此
の
人

の
學
識
を
以
て
せ
ば
恐
ら
く
収
録
す
る
に
足
ら
ず
、
以
て
天
下
の

観
聴
を
惑
わ
さ
ん
。
再
び
四
皿
一
詰
一
一
一
一
進
呈
す
可
し
」
と
。

而
し
て
調
の
字
彼
は
乃
ち
文
仲
の
試
倦
な
り
。
是
に
于
い
て
、
上
、

文
仲
の
試
倦
を
讃
み
「
専
ら
徳
に
任
せ
よ
」
に
至
る
。
上
曰
く

　

「
徳
刑
は
偏
す
可
ら
す
。
然
れ
ど
も
救
世
に
は
亦
た
時
に
偏
用
す

　
　
　
　

お
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

る
有
り
。
又
む
る
に
三
徳
を
用
う
と
は
是
な
り
」
と
。
王
安
石
逐

に
周
膿
三
ｙ
及
び
管
蔡
を
伐
つ
0
2
9
こ
と
、
弁
び
に
商
人
群
飲
9
3
0
L

を
言
う
。
上
、
又
た
讃
み
て
「
亨
り
ぐ
而
し
て
後
革
む
」
に
至
る
。

安
石
曰
く
「
革
は
已
る
日
乃
ち
孚
あ
り
。
革
り
て
然
る
後
亨
る
。

若
し
既
に
亨
れ
ば
、
安
ぞ
革
を
用
い
ん
耶
」
と
。
安
石
因
っ
て
言

う
。
「
今
文
章
の
士
、
得
難
き
に
は
非
ら
す
。
才
智
有
り
て
道
理

を
賞
識
す
る
者
、
至
っ
て
少
食
な
り
」
と
。
上
、
以
錫
ら
く
「
道

理
を
識
る
者
、
殆
ど
其
の
人
を
見
ず
」
と
。
安
石
、
又
た
文
仲
を

論
じ
て
以
具
ら
く
「
芭
百
縁
の
膜
王
の
事
を
非
り
し
を
以
て
考
官

に
合
し
高
等
を
取
り
し
か
如
し
」
と
。
是
に
于
い
て
、
馮
京
、
文

仲
を
助
け
ん
こ
と
を
意
う
も
、
上
、
聴
さ
す
。
故
に
是
の
命
あ
り
。

　

是
歳
、
制
科
に
早
げ
ら
れ
し
者
、
五
人
あ
り
。
文
仲
の
對
う
る

所
の
策
、
時
病
を
指
陳
し
語
最
も
切
直
な
り
。
初
考
宋
敏
求
・
蒲

宗
孟
は
第
三
等
の
上
に
置
く
。
覆
考
王
珪
・
陳
睦
は
第
四
等
に
置

く
。
詳
定
韓
維
は
初
考
に
従
う
。
陶
の
語
も
亦
だ
梢
々
直
な
り
。

締
は
記
誦
該
博
な
り
。
銭
飽
の
文
は
梢
々
工
な
り
。
皆
な
第
四
等

に
入
る
。
侯
溥
は
災
異
皆
な
天
叡
な
り
と
柵
す
。
又
だ
王
安
石
の

洪
範
の
1
3
3
2
　
を
用
い
て
云
え
ら
く
「
１
　
剛
１
　
１
　
匹
髄
。
に
ぎ
時
雨

の
之
に
順
う
に
は
非
ら
ざ
る
な
り
。
徳
は
時
雨
の
如
き
耳
」
と
。

皆
な
其
の
阿
訣
せ
る
を
悪
み
て
之
を
剔
く
。
維
又
た
蛤
の
文
は
平

緩
な
り
と
奏
し
、
亦
た
之
を
懇
く
。
安
石
、
文
仲
の
策
を
見
て
大

い
に
之
を
悪
み
、
密
か
に
上
に
啓
し
、
御
批
も
て
文
仲
を
鮒
け
ん

と
す
。
知
通
進
銀
豪
司
斉
恢
・
孫
固
１
　
々
御
批
を
封
還
す
。
維
、

及
び
陳
薦
・
孫
永
皆
な
求
對
し
て
文
仲
の
営
に
鮒
く
べ
か
ら
ざ
る
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を
力
言
す
。
維
、
章
し
て
凡
べ
て
五
た
び
上
る
。
略
に
曰
く
「
陛

下
、
文
仲
は
一
賤
士
の
み
、
之
を
扇
く
る
も
何
ぞ
傷
ま
ん
、
と
謂

う
こ
と
無
か
れ
。
臣
、
賢
俊
は
之
に
由
っ
て
解
優
し
、
忠
良
は

結
舌
し
、
阿
訣
萄
合
の
人
は
将
に
隙
を
窺
い
、
進
ん
で
禍
を
な
さ

ん
と
と
細
か
ら
ざ
る
を
恐
る
。
願
わ
く
は
處
分
を
改
賜
せ
ら
れ
ん

こ
と
を
」
と
。
卒
に
聴
さ
れ
ず
。
文
仲
は
延
之
の
于
な
り
。
陶
及

び
溥
は
皆
な
眉
州
の
人
な
り
。
総
は
明
逸
の
従
子
な
り
匹
に
叱
四

の
人
な
る

な
ら
ん
。

謳
に
除
せ

に
捺
る
。

富ら簒か
を
知
ら
す
。
登
科
記
、
以
て
成
都
の
人
と
鴛
す
。
恐
ら
く
誤

は
園
子
博
士
を
以
て
賢
良
に
學
げ
ら
れ
て
中
ら
す
。
知
尉
氏

る
。
此
れ
本
傅
▲

に
考
う
べ
し
。

　

以
上
の
文
中
、
「
賢
良
方
正
等
の
科
」
と
あ
る
は
正
式
に
は
賢
良

方
正
能
直
言
極
諌
科
と
稀
し
、
制
科
中
の
白
眉
で
あ
る
こ
と
、
恰
も

科
皐
に
於
け
る
進
士
科
の
如
く
、
著
名
の
人
多
く
は
こ
の
科
の
出
身

で
あ
る
。
ま
た
宋
代
有
官
者
は
賢
良
科
杷
、
無
官
者
は
茂
材
異
等
に

匯
試
す
る
を
原
則
と
し
‰
・
次
に
呂
陶
に
對
し
て
一
任
を
陸
す
と
は

三
年
の
任
期
を
進
め
る
こ
と
、
堂
除
と
は
堂
選
と
も
梧
し
中
書
が
官

吏
を
選
授
す
る
、
即
ち
宰
相
が
好
む
と
こ
ろ
を
具
え
る
事
で
あ
る
。

呂
陶
に
つ
い
て
は
宋
史
＃
1
1
1
　
ｕ
傅
あ
り
。
進
士
科
出
身
に
て
制
科
忙

　
　

庖
す
。
四
川
の
人
で
、
蘇
弑
の
率
い
る
蜀
窯
門
下
の
第
一
人
者
で
あ

2
0
2

　

る
・
言
う
ま
で
も
な
く
ヽ
王
安
石
一
派
と
は
合
れ
な
い
・
従
っ
て
制

科
に
庖
じ
て
彼
か
御
試
策
に
對
え
た
答
案
文
に
恐
ら
く
新
法
を
痛
烈

に
批
剣
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
陶
の
語
は
梢
々
直
な
り
」
と
右
文
に

見
え
る
が
、
參
考
ま
で
に
宋
史
本
傅
中
の
該
営
記
載
を
次
に
掲
ぐ
れ

ば

　

煕
寧
の
制
科
に
庖
す
。
時
に
王
安
石
政
に
従
い
新
法
を
用
う
。
陶
、

　

對
策
に
て
其
の
過
を
枚
え
敷
む
。
そ
の
大
略
に
謂
う
、
「
賢
良
の

　

旨
は
犯
す
を
貴
び
隠
す
を
貴
ば
す
。
臣
愚
、
敢
て
斯
の
義
を
忘
れ

　

す
。
陛
下
、
初
め
印
位
し
た
ま
う
や
、
願
わ
く
は
理
財
の
覗
に
惑

　

わ
さ
れ
ず
、
老
成
の
謀
に
間
て
ら
れ
す
、
疆
場
の
事
を
興
さ
ゞ
ら

　

ん
こ
と
を
。
陛
下
意
を
立
法
に
措
き
、
自
ら
尭
舜
に
幾
か
ら
ん
こ

　

と
を
庶
う
と
謂
い
た
ま
う
。
顧
る
に
陛
下
の
心
は
此
の
如
く
、
天

　

下
の
論
は
彼
の
如
し
。
濁
り
反
っ
て
之
を
思
わ
ざ
ら
ん
乎
」
と
。

　

奏
第
に
及
び
て
斜
宗
安
石
を
顧
み
て
倦
を
取
り
て
讃
ま
し
む
。
讃

　

む
こ
と
未
だ
半
ば
な
ら
す
し
て
榊
色
喪
阻
す
。
榊
宗
之
を
売
り
、

　

馮
京
を
し
て
讃
み
竟
ら
し
む
。
其
の
言
、
理
有
り
と
謂
う
。
司
馬

　

光
・
路
銀
、
陶
に
見
え
て
皆
な
曰
く
「
安
石
事
を
用
い
て
よ
り
、

　

吾
輩
の
言
復
た
散
ら
す
。
意
わ
ざ
り
き
、
君
、
此
に
及
ぶ
と
は
。

　

平
生
の
聞
望
、
此
の
一
學
に
在
り
」
と
。
安
石
既
に
怒
る
。
孔
文

　

仲
の
科
屯
亦
た
隨
っ
て
罷
む
。
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0
3

　

と
あ
る
・

　
　
　

次
は
問
題
の
孔
文
仲
で
あ
る
。
宋
史
酪
匹
に
依
れ
ば

　
　
　

孔
文
仲
、
江
西
新
喩
の
人
、
進
士
に
畢
げ
ら
れ
（
紳
）
主
司
第
一
に

　
　
　

擢
ん
す
。
（
四
）
煕
寧
の
初
、
翰
林
學
士
芭
鏝
制
皐
を
以
て
薦
む
。

　
　
　

對
策
九
千
言
、
王
安
石
の
建
つ
る
所
の
理
財
訓
兵
の
法
を
論
じ
て

　
　
　

是
に
非
ず
と
錫
す
云
々

　
　

と
あ
り
、
以
下
前
掲
長
編
の
文
と
略
々
同
一
で
あ
る
。
孔
文
仲
は
後

　
　

に
菌
法
戴
の
代
表
的
人
物
と
な
っ
た
人
で
あ
る
・
宋
元
學
案
匹
九
「

　
　

元
結
意
案
表
」
に
よ
れ
ば
「
曾
任
執
政
者
十
六
人
」
の
中
に
あ
り
、

　
　

有
名
な
る
元
結
姦
意
碑
に
も
名
を
列
ね
て
い
る
。
彼
が
新
法
家
の
政

　
　

策
を
對
策
中
に
於
て
攻
撃
誹
膀
し
た
具
、
一
腹
入
等
し
な
が
ら
、
紳

　
　

宗
・
王
安
石
の
具
に
「
草
州
團
練
推
官
の
本
任
に
遣
還
さ
れ
た
」
こ

　
　

と
は
前
代
未
聞
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
菌
法
黛
系
の
抗
議
と

　
　

論
難
は
大
き
か
っ
た
。

　
　
　

一
腰
制
科
出
身
者
は
如
何
な
る
待
遇
恩
典
を
受
け
た
か
。
文
献
通

　
　

Å
艶
詣
仁
宗
天
聖
七
年
條
、
績
資
治
通
鑑
長
編
匹
Ｅ
仁
宗
嘉
結

　
　

三
年
十
二
月
の
詔
、
宋
史
大
｛
選
畢
志
一
匹
紹
興
二
年
に
見
ゆ
る
「
奮

　
　

制
」
宋
會
要
稿
　
1
1
元
結
二
年
七
月
四
日
の
詔
、
長
編
↓
に
煕

　
　

寧
三
年
九
月
壬
子
末
尾
「
林
希
野
史
」
の
記
載
、
及
び
聶
崇
岐
氏
の

眠
ぞ
等
に
依
れ
ば
、
一
般
に
制
科
は
第
一
等
及
第
、
第
二
等
及
第
は

賜
呉
さ
れ
た
こ
と
な
く
、
第
三
等
及
第
を
最
高
と
し
た
事
は
、
通
考

誰
昌
。
仁
宗
天
若
年
條
７
に

　

故
事
制
科
五
等
に
分
つ
。
上
二
等
皆
虚
し
。
惟
だ
三
等
よ
り
以
下
。

　

人
を
取
る
。

と
あ
る
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
第
三
等
以
下
を
考
え
る
と

し
て
布
衣
腹
試
の
場
合
、
第
三
等
及
第
は
進
士
第
一
人
に
等
し
い
ポ

ス
ト
が
、
第
四
等
及
第
は
進
士
第
二
人
第
三
人
及
第
相
等
の
ポ
ス
ト

が
賜
呉
さ
れ
（
こ
の
雨
者
を
制
科
出
身
と
い
う
）
第
四
等
次
及
第
は
進
士

第
四
、
第
五
人
に
比
せ
ら
れ
る
（
こ
れ
を
進
士
出
身
と
い
う
）
の
が
原
則

で
あ
っ
た
。
次
に
官
人
に
て
制
科
に
合
格
せ
し
場
合
は
、
等
第
に
よ

り
官
を
進
め
陸
擢
せ
し
め
る
。
印
ち
第
三
等
及
第
な
ら
ば
超
擢
し
、

第
四
等
は
概
ね
一
資
を
升
し
、
第
四
等
次
な
ら
ば
梢
々
遷
轄
を
許
し

た
。
孔
文
仲
の
場
合
を
考
え
る
に
は
、
林
希
野
史
の
「
故
事
、
推
恩

は
営
に
京
官
、
答
側
雁
皿
」
を
得
べ
し
」
の
記
載
が
最
も
注
意
す
べ

く
、
呂
陶
が
一
任
を
陸
さ
れ
た
こ
と
は
理
解
出
来
て
も
、
孔
文
仲
は

考
官
に
よ
っ
て
第
三
等
及
第
と
さ
れ
た
に
も
不
拘
、
特
旨
に
よ
り
鮒

落
と
さ
れ
翠
州
團
練
推
官
の
本
任
に
遣
還
さ
れ
た
事
は
異
例
の
冷
遇

で
「
中
外
大
い
に
驚
い
た
」
の
も
無
理
は
な
い
。
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文
仲
の
試
倦
隨
績
決
定
を
続
・
て
町

　

一
韓
二
博
、
ま
た
三
韓
し

て
第
三
等
及
第
に
落
付
く
ま
で
、
考
官
の
意
見
が
食
違
い
、
結
局
、

最
終
の
審
査
員
た
る
韓
維
が
初
考
官
の
判
定
に
従
い
第
三
等
及
第
と

決
定
採
黙
し
た
と
云
う
が
、
こ
の
韓
維
こ
そ
は
、
言
う
迄
も
な
く
曹

法
黛
の
中
の
闘
滸
で
あ
る
。
哲
宗
の
時
、
門
下
侍
郎
を
秤
し
、
宋
元

學
案
逍
九
「
元
結
黛
案
表
」
と
一
見
し
て
も
彼
が
重
鏝
的
地
位
（
曾
任

　
　

六

執
政
者
十
六
人
内
）
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
従
っ
て
彼
が
孔
文

仲
を
高
く
評
價
し
て
第
三
等
及
第
と
判
定
し
た
こ
と
は
蓋
し
営
然
の

こ
と
ｘ
云
っ
て
よ
い
。

　

ま
た
孔
文
伸
の
具
に
一
背
の
力
を
貸
し
て
之
を
救
助
せ
ん
と
し
た

馮
京
1
1
1
　
1
　
■
Ｖ
安
石
の
政
を
批
判
し
て
「
敷
于
言
を
累
ね
た
」
と
言

う
菌
法
派
的
人
物
で
あ
り
、
初
考
官
宋
敏
求
Ｊ
」
一
一
｛
は
唐
大
詔
令
集

・
奮
唐
書
編
纂
者
の
一
人
で
、
特
に
前
法
派
と
云
う
に
は
非
る
も
、

か
つ
て
草
制
に
営
り
し
時
、
安
石
の
命
に
よ
り
呂
公
著
の
罪
状
を
明

著
し
、
敷
陳
賓
を
失
せ
り
と
て
安
石
を
激
怒
せ
し
め
し
こ
と
あ
り
。

覆
考
官
王
珪
l
i
l
　
1
1
1
は
人
も
知
る
新
法
派
の
重
鎮
で
あ
る
。
以
上
の

人
物
か
夫
々
、
新
法
派
菌
法
派
の
立
場
か
ら
、
孔
文
仲
を
或
は
低
く
、

或
は
高
く
評
價
し
た
こ
と
は
歴
然
た
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
孫
固

l
l
l
H
　
1
は
菌
法
家
で
元
肺
黛
籍
碑
に
名
を
列
ね
、
孫
永
1
1
1
　
　
一
　
　
Ｊ
も
茫
純

仁
の
賞
せ
し
菌
法
派
と
目
せ
ら
る
人
物
で
あ
る
。
こ
れ
ら
以
外
の
人

物
、
蒲
宗
孟
宍

見
ゆ
る
限
り
に

詣
；
百
貨
１
　
漣
・
三
人
菜
尚
傅
に

於
て
新
法
・
奮
法
い
ず
れ
と
奄
判
別
し
難
い
。
陳
睦

ま
た
詳
細
不
明
な
の
は
遺
憾
で
あ
る
。

　

然
し
乍
ら
全
瞼
と
し
て
考
官
中
菌
法
派
は
文
仲
の
對
策
を
高
く
評

黙
し
、
新
法
派
は
逆
に
低
く
採
黙
し
た
こ
と
、
孔
文
仰
を
助
け
ん
と

」
た
馮
京
及
び
鮒
落
不
常
を
叫
ん
で
紳
宗
に
改
賜
を
鋭
く
迫
っ
た
韓

維
ら
の
動
き
、
ま
た
そ
れ
を
飽
く
迄
拒
否
し
た
王
安
石
・
榊
宗
の
態

度
な
ど
を
観
る
時
、
其
處
に
は
歴
然
と
し
て
窯
争
的
な
る
も
の
が
あ

る
と
云
っ
て
よ
い
。

　

さ
て
長
編
は
前
掲
文
（
皿
に
心
印
）
に
績
い
て
王
安
石
が
紳
宗
に
孔

文
仲
を
入
等
せ
し
め
る
こ
と
の
不
可
を
強
調
し
、
且
つ
朋
鴬
の
害
を

力
説
し
た
激
し
い
言
葉
を
載
せ
て
次
の
如
く
言
っ
て
い
る
。

　

始
め
維
等
、
文
仲
の
鮒
く
べ
か
ら
ざ
る
を
９
　
言
す
。
時
に
會
々
安

　

石
奉
祠
す
。
上
、
手
詔
を
以
て
之
を
問
う
。
安
石
詔
に
答
え
て
曰

　

く
「
陛
下
、
韓
維
の
輩
の
死
力
を
出
し
て
文
仲
の
事
を
乎
う
を
患

　

い
た
ま
う
。
臣
、
固
よ
り
其
れ
此
の
如
き
を
疑
え
り
。
文
仲
、
上

　

を
脛
い
て
直
か
ら
す
、
以
て
考
官
不
逞
の
意
に
迎
合
す
。
若
し
聖

　

詔
の
如
く
施
行
せ
す
、
考
官
の
等
第
を
用
い
て
奨
擢
す
れ
ぼ
、
天
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一
一
一

　
　

下
有
識
の
者
、
必
ず
鎬
か
に
朝
廷
聴
察
の
不
明
に
し
て
疏
遠
無
知

　
　
　

な
る
を
笑
い
、
「
陛
下
の
鶏
す
所
誠
に
文
仲
の
言
う
所
の
如
し
。

　
　
　

而
し
て
不
逞
と
比
周
す
る
の
人
、
更
に
自
ら
以
て
計
を
得
る
こ
と

　
　
　

を
篤
す
べ
し
」
と
謂
わ
ん
。
此
れ
臣
が
敢
て
聖
詔
を
奉
行
せ
ざ
る

　
　
　

と
こ
ろ
な
り
。
今
、
韓
維
死
力
を
出
し
て
之
を
乎
わ
ん
と
欲
す
。

　
　
　

若
し
陛
下
姑
息
に
も
之
に
従
わ
ぼ
、
人
主
の
権
は
坐
ら
に
し
て
群

　
　
　

邪
の
奪
う
所
と
な
ら
ん
。
流
俗
更
に
相
も
に
扇
動
し
、
後
、
将
だ

　
　
　

復
た
以
て
施
し
錫
す
こ
と
無
け
ん
。
今
、
流
俗
の
人
、
務
め
て
朋

　
　
　

窯
因
循
に
在
り
。
而
し
て
陛
下
毎
に
考
功
の
責
寅
な
ら
ん
こ
と
を

　

（
右
記
事
は
説
明
を
要
す
ま
い
。
林
希
野
史
は
不
詳
な
る
も
林
希
は

宋
史
酪
Ｅ
に
よ
れ
ぼ
、
榊
宗
哲
宗
頃
の
新
法
派
の
要
人
。
又
王
存

ｍ
ａ
　
1
は
元
疏
姦
窯
碑
に
も
名
あ
る
奮
法
派
で
あ
る
。
）

　

さ
て
考
官
が
剣
定
し
た
成
績
を
天
子
が
覆
す
こ
と
は
北
宋
英
宗
朝

に
賢
良
方
正
に
畢
げ
ら
れ
た
蒋
之
奇
は
閣
試
は
パ
ス
し
た
が
、
御
試

策
に
失
敗
し
落
第
と
一
旦
決
定
さ
れ
た
の
を
、
英
宗
が
答
案
を
覧
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

抑

善
し
と
し
監
察
御
史
に
抜
擢
し
た
こ
と
か
あ
る
が
、
文
仲
の
如
く
及

第
を
天
子
一
個
の
考
で
落
第
と
し
た
例
は
外
に
無
い
様
で
あ
る
。
従

っ
て
、
之
が
深
く
窯
争
の
中
に
根
を
お
ろ
し
て
い
た
事
を
思
わ
し
め

欲
す
。
考
功
責
賓
は
最
も
朋
難
因
循
に
害
せ
ら
る
。
其
れ
陛
下
の

　
　

る
の
で
あ
る
。

樫
を
挑
め
ん
と
欲
す
る
こ
と
固
よ
り
宜
し
く
此
の
如
く
な
る
べ
し
。

陛
下
誠
に
能
く
深
思
熟
計
し
静
重
を
以
て
之
を
持
す
べ
し
。
其
の

太
だ
甚
だ
然
る
を
侯
ち
て
後
、
之
を
御
す
る
に
典
刑
を
以
て
せ
ぼ
、

小
人
畏
る
を
知
り
俗
も
亦
だ
営
に
漸
く
麦
す
べ
し
。
其
れ
詳
さ
に

臣
が
祠
事
罷
む
を
侯
ち
て
入
見
奏
論
す
る
こ
と
を
乞
わ
ん
」
と
。

文
中
竟
に
揖
に
坐
す
・
〔
原
註
〕
林
希
野
史
、
孔
文
仲
の
制
策
に
對
う
る

　

イ
ー

　

‘

　
　
　
　

や
悉
く
時
事
に
及
び
て
切
直
、
廻
避
す
る
所
無

し
。
其
の

覆
考
官
王

に仰の維
逍の己は
還みを初
せ特斥考
しにくに珪語
む餓を従・人

を
驚
か
す
。
初
考
官
宋
敏
求
・
蒲
宗
孟
は
三
等
上
に
署
す
。

陳
睦
は
畏
避
し
て
止
だ
四
等
に
署
す
。
詳
定
官
王
存
・
韓

い
定
む
。
故
事
、
推
恩
は
常
に
京
官
篆
刻
を
得
べ
し
。
其

怒
る
者
有
れ
ば
、
自
ら
呂
陶
等
は
推
恩
さ
る
も
惟
だ
、
文

け
ら
れ
、
流
内
政
に
下
し
て
本
任

。
中
外
大
い
に
驚
く
。
（
下
略
）

　
　
　

三

　

煕
寧
三
年
の
制
科
停
度
と
其
の
侃
因

　

８
　
宗
煕
寧
七
年
い
に
五
月
に
制
科
が
停
度
さ
れ
た
原
因
と
し
て
、

第
一
は
宋
史
の
説
が
あ
る
。
宋
史
皿
Ｅ
聾
一
は
「
進
士
策
を
試
す
。

制
科
と
異
る
無
き
を
以
て
遂
に
詔
し
て
之
を
罷
む
」
と
簡
単
に
言
切

っ
て
い
る
が
、
果
し
て
右
が
す
べ
て
の
原
因
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
第

一
節
に
述
べ
し
如
く
、
制
科
が
進
士
科
に
類
似
接
近
し
、
篤
め
に
制

科
の
存
在
價
値
が
動
揺
し
つ
ゝ
あ
っ
た
こ
と
は
事
賞
で
あ
る
。
し
か

し
こ
れ
だ
け
を
度
止
の
決
定
的
な
原
因
と
考
え
る
こ
と
は
出
爽
な
い
。
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第
二
は
宋
會
要
稿
の
既
で
あ
る
。
宋
會
要
稿
　
１
四
↑
も
大
鰹
右
宋

　
　

史
同
様
の
原
因
を
あ
げ
て
、
た
ゞ
停
度
が
中
書
門
下
の
献
議
に
よ
っ

　
　

て
９
　
宗
が
決
意
し
た
こ
と
を
傅
久
、
そ
の
下
の
割
註
に
別
な
事
由
を

　
　

傅
え
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　

馮
京
曰
く
「
漢
唐
以
来
豪
傑
多
く
此
よ
り
出
す
。
之
を
行
う
こ
と

　
　
　

已
に
久
し
。
停
度
す
る
べ
か
ら
す
、
」
と
。
。
上
曰
く
「
天
下
の
事
、

　
　
　

罷
む
可
く
し
て
未
だ
及
ば
ざ
る
あ
り
。
此
の
如
き
者
衆
し
。
此
れ

　
　
　

恐
ら
く
は
未
だ
改
革
に
逡
あ
ら
ざ
る
な
り
、
」
と
。
呂
恵
卿
曰
く
「

　
　
　

制
科
は
記
誦
に
止
る
。
義
理
の
學
に
は
非
ず
。
一
た
び
此
の
科
に

　
　
　

庖
す
れ
ば
或
は
終
身
學
を
具
す
の
累
と
焉
ら
ん
。
朝
廷
、
事
事
之

　
　
　

を
更
む
れ
ば
、
小
治
を
積
み
て
大
治
を
致
す
可
し
。
更
に
皺
ぐ
を

　
　
　

待
つ
所
、
有
る
を
須
い
ん
や
。
而
し
て
秘
閣
考
試
の
言
う
所
は
制

　
　
　

科
に
諾
せ
し
陳
彦
古
、
試
す
る
所
の
六
論
は
識
な
ら
す
。
ま
た
字

　
　
　

敷
は
皆
な
準
式
に
足
ら
ざ
れ
ば
、
考
う
べ
か
ら
す
と
。
蓋
し
秘
閣
、

　
　
　

制
科
を
試
し
て
よ
り
以
来
、
空
疎
な
る
こ
と
未
だ
彦
古
の
如
き
者

　
　
　

有
ら
す
」
と
。
是
歳
迷
に
格
に
常
易
者
無
し
。
制
科
亦
た
此
よ
り

　
　
　

罷
む
。

　
　

こ
の
文
中
に
は
恵
卿
の
主
張
印
ち
煕
寧
七
年
制
科
に
庶
じ
た
陳
彦
古

2
0
6

　

の
成
績
劣
等
な
り
し
を
慶
止
の
新
し
い
理
由
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
が
員
因
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
成
程
そ
れ
も
停
度
の
一

因
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
こ
れ
と
て
も
原
因
の
す
べ
て
と

見
る
に
は
鈴
り
に
奄
弱
い
。
（
こ
の
恵
卿
の
意
見
は
寧
ろ
陳
彦
古
に
か
こ

つ
け
て
、
制
科
を
癈
止
に
も
ち
行
か
ん
と
す
る
底
意
と
解
し
た
い
の
で
あ
る
。
）

　

第
三
は
宋
葉
紹
翁
の
四
朝
聞
見
録
の
説
で
あ
る
。
同
書
甲
集
四
匹

匹
雛
に
よ
れ
ば

　

孔
常
父
（
文
仲
）
策
を
以
て
力
め
『
て
新
法
を
抵
る
に
因
り
、
安
石
迷

　

に
制
科
を
罷
め
ん
と
す
る
意
あ
り

と
あ
り
、
孔
文
仲
事
件
が
原
因
だ
と
し
て
い
る
。
私
は
此
の
厨
を
株

る
。
そ
し
て
制
科
度
止
が
草
に
安
石
一
個
の
考
に
終
ら
な
い
で
、
新

法
派
が
後
に
何
れ
も
展
止
の
方
針
を
堅
持
し
績
け
た
と
考
え
る
論
攘

と
し
て
右
文
の
績
き
に
次
の
如
く
云
っ
て
い
る
、
特
に
傍
黙
の
部
分

に
注
意
し
た
い
。

　

哲
宗
士
を
策
す
。
因
っ
て
近
臣
に
語
り
て
曰
く
「
進
士
も
策
を
試

　

す
。
文
理
制
科
に
過
ぐ
る
者
有
り
」
と
。
大
臣
皆
煕
寧
の
黛
な
れ

　

ｌ

　
　

ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
』
一
ｌ
ｉ
χ
1
1
1
1
1
1
1
1

　

ぼ
、
達
に
力
め
て
制
科
を
罷
む
る
の
議
を
主
る
。

こ
れ
は
哲
宗
元
結
二
年
Ｅ
七
に
元
結
派
に
よ
っ
て
復
活
さ
れ
た
制
科

が
ま
た
紹
聖
元
年
心
酌
に
煕
豊
派
に
よ
っ
て
再
停
腹
さ
れ
た
時
の
記

事
で
あ
る
が
、
こ
の
中
に
制
科
度
止
が
新
法
政
治
の
方
針
の
一
端
で
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ｗ
一

　

あ
っ
た
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
第
一
と
第
二
と
は
、
序
言
に

　
　

於
て
述
べ
た
如
く
宋
代
制
科
の
衰
微
の
一
原
因
で
あ
る
と
し
て
屯
こ

　
　

れ
を
直
ち
に
停
度
の
重
要
な
原
因
の
す
べ
て
と
は
考
え
難
い
。
よ
り

　
　

重
硯
す
べ
き
は
矢
張
り
煕
寧
三
年
の
孔
文
仲
事
件
で
、
第
三
の
聞
見

　
　

録
の
説
こ
そ
侃
因
で
あ
る
と
す
る
の
か
最
も
受
常
だ
と
信
じ
る
。

　
　
　

而
し
て
先
き
に
孔
文
仲
の
合
格
か
、
聚
落
か
の
問
題
を
続
り
新
菌

　
　

二
派
が
鋭
く
對
立
し
、
激
し
い
論
９
　
の
展
開
を
せ
し
を
想
起
す
る
時
、

　
　

該
問
題
が
明
ら
か
に
既
に
窯
争
の
一
角
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
を
思

　
　

う
の
で
あ
る
が
、
今
（
づ
四
）
ま
た
右
の
第
二
の
宋
會
要
稿
の
記
載
に

　
　

従
え
ば
薗
法
派
の
馮
京
と
新
法
潰
の
呂
恵
卿
が
紳
宗
の
御
前
で
制
科

　
　

の
存
績
か
腹
止
か
に
就
い
て
、
抗
争
論
滸
認
四
節
節
鍬
診
に

　
　

せ
る
事
説
を
見
れ
ば
、
制
科
の
改
度
が
愈
々
窯
争
渦
中
の
一
問
題
と

　
　

完
全
に
な
り
終
れ
る
を
思
う
の
で
あ
る
。
王
安
石
は
煕
寧
七
年
四
月

　
　

に
機
務
を
解
か
れ
、
彼
の
後
継
者
呂
恵
卿
か
安
石
在
職
中
行
わ
ん
と

　
　

し
て
行
い
得
な
か
っ
た
制
科
停
度
を
、
偶
々
起
っ
た
陳
彦
古
問
題
を

　
　

一
つ
の
口
説
乃
至
契
機
と
し
て
断
行
し
、
年
爽
の
新
法
窯
の
懸
案
を

　
　

一
気
に
解
決
し
た
と
見
て
差
支
な
か
ろ
う
。

　
　
　
　

四

　

元
肺
二
年
の
制
科
復
活
と
紹
聖
元
年
の
再
停
度

　

前
節
に
於
て
煕
寧
七
年
の
制
科
停
麿
は
新
法
黛
の
方
針
と
し
て
宣

行
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
こ
の
事
は
次
に
モ
の
十
除
年

後
、
哲
宗
元
結
二
年
Ｅ
乙
に
至
り
制
科
が
菌
法
常
に
よ
り
復
活
さ
れ

る
が
、
更
に
七
年
後
哲
宗
の
末
年
に
近
い
紹
聖
元
年
七
に
新
法
黛
の

勢
力
再
び
擾
頭
す
る
う
ち
に
又
又
停
駿
の
行
わ
れ
た
こ
と
を
知
る
な

ら
ば
、
愈
々
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
事
宣
と
し
て
認
め
ざ
る
を
得
な
い

で
あ
ろ
う
。

先
づ
元
祚
二
年
の
制
科
復
活
に
至
る
経
緯
は
長
編
四
託
一
に
皿
皿
元

に
よ
れ
ば
、
菌
法
窯
の
劉
摯
の
制
科
再
開
に
闘
す
る
奏
言
あ
り
て
、

こ
れ
か
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
。

　

侍
御
史
劉
摯
言
う
「
漢
制
、
天
に
災
異
見
わ
れ
、
或
い
は
政
に
闘

　

政
あ
ら
ぼ
則
ち
郡
國
及
び
在
位
に
詔
し
て
賢
良
文
學
の
士
を
翠
げ

　

し
め
、
天
子
親
策
し
て
以
て
其
の
言
を
求
か
。
國
朝
に
至
り
て
故

　

事
を
沿
襲
す
。
是
に
於
て
賢
良
茂
材
の
科
目
を
置
き
、
貢
単
に
隨

　

っ
て
召
試
す
。
其
の
人
を
得
る
こ
と
、
古
に
硯
べ
て
盛
と
篤
す
。

　

近
時
の
制
、
逞
に
此
の
科
を
罷
む
。
臣
鎬
か
に
以
鶏
ら
く
、
國
家

　

の
道
、
士
を
得
る
に
廣
か
ら
ん
こ
と
を
欲
す
。
故
に
之
を
非
一
の

　

途
に
取
る
。
常
選
は
以
て
異
人
を
致
す
に
足
ら
す
と
謂
う
。
故
に

　

制
科
を
設
け
て
以
て
超
絶
の
才
を
収
む
。
而
も
毎
単
、
等
に
中
る
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は
一
二
人
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。
今
夫
れ
官
人
の
法
入
流
し
、
門
戸

　

日
盆
し
に
増
多
し
、
・
未
だ
澄
汰
有
ら
す
。
而
し
て
三
年
に
一
二
、

　

非
常
の
人
を
取
る
。
其
の
科
を
朕
し
て
用
い
ざ
る
は
此
れ
何
の
謂

　

ぞ
や
。
臣
愚
伏
し
て
乞
う
ら
く
は
、
復
た
賢
良
方
正
及
び
茂
材
異

　

等
の
科
を
置
き
、
貢
単
に
遇
う
毎
に
近
臣
に
詔
し
て
奮
制
に
依
り

　

て
単
試
せ
ん
。
言
路
を
廣
く
し
人
材
を
求
め
、
胆
宗
の
制
を
緩
ぐ

　

所
以
な
り
。

と
あ
り
、
こ
の
劉
摯
は
申
す
迄
も
な
く
菌
法
家
の
最
有
力
者
の
一
人

で
司
馬
光
、
文
彦
博
等
と
並
ん
で
元
結
黛
案
表
の
「
曾
任
宰
相
者
七

偏
一
の
中
に
あ
り
、
ま
た
元
結
姦
黛
碑
中
に
も
名
を
列
ね
る
元
結
家
き

が
制
科
復
活
を
奏
上
し
た
前
年
、
即
ち
哲

に
司
馬
光
は
門
下
侍
鄙
に
任
せ
ら
れ
、
新

章
惇
の
地
位
は
動
揺
す
る
。
そ
の
翌
年
元

　
　

禰
と
改
元
さ
れ
二
月
に
司
馬
光
は
伺
書
左
僕
射
采
門
下
侍
耶
と
な
り
、

　
　

次
第
に
菌
法
黛
が
擾
頭
す
る
。
そ
れ
と
共
に
新
法
は
こ
の
前
後
か
ら

　
　

漸
次
度
止
さ
れ
る
。
即
ち
元
豊
八
年
中
に
保
甲
・
方
田
・
市
易
・
保

　
　

馬
の
諸
法
が
、
元
肱
元
年
Ｅ
心
二
月
に
は
青
苗
法
が
度
止
せ
ら
れ
る
。

　
　

か
ｘ
る
一
連
の
新
法
度
止
の
進
行
中
に
あ
っ
て
、
か
つ
て
新
法
黛

2
0
8

　

呂
恵
卿
に
よ
っ
て
度
止
さ
れ
た
制
科
は
、
葡
法
黛
が
是
が
非
で
奄
復

活
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
　
０
劉
摯
が
閏
二
月
に
そ
の
こ
と
を
奏
上
す

る
。
四
月
に
は
王
安
石
卒
し
、
今
や
新
法
窯
は
大
き
く
揺
れ
た
。
劉

摯
は
呂
公
著
・
苗
純
仁
に
つ
ゞ
い
て
宰
相
の
地
位
に
上
っ
た
程
の
蛮

力
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
か
ら
、
逐
に
翌
元
祐
二
年
Ｅ
七
四
月
制
科
復

活
の
詔
下
る
。
宋
會
要
稿
選
學
一
一
に
よ
れ
ば

…
…
一
冗
肱
二
年
四
月
二
十
六
日
一
匹
７
１
皿
に
舛
匹
制
科
、
菌
の
ご
と
く

設
く
る
の
詔
に
、
祀
宗
紳
聖
文
武
を
以
て
、
皺
々
承
々
、
六
科
の

選
を
設
け
、
三
道
の
要
を
策
し
、
以
て
天
下
の
賢
鸚
を
網
羅
せ
り
。

そ
の
百
蝕
年
の
間
、
競
し
て
人
を
得
た
り
と
柵
す
。
先
皇
帝
學
校

　

一

を
興
し
経
術
を
崇
び
、
以
て
人
材
を
作
新
し
天
下
の
俗
を
愛
ぜ
り
。
3
9

故
に
科
目
の
設
ヽ
未
だ
逞
あ
ら
す
・
今
ヽ
天
下
の
士
多
く
経
術
忙

　

一
”

通
じ
學
ぶ
所
を
知
る
。
宜
し
く
制
策
の
科
を
復
し
、
抜
俗
の
才
を

休
ら
し
め
治
道
を
祷
け
し
む
べ
し
。
（
中
略
）
今
復
た
賢
良
方
正
能

直
言
極
諌
を
置
か
ん
。
今
よ
り
始
め
と
具
さ
ん
。
云
々
（
匹
一
一
一
心

･
＃
略
々

？
）

と
云
っ
て
い
る
。

　

か
く
の
如
く
し
て
制
科
は
、
菌
法
黛
の
手
に
よ
り
二
十
鈴
年
振
り

で
再
び
賞
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

し
か
る
に
や
が
て
元
結
八
年
九
月
太
皇
太
后
高
氏
が
死
し
十
月
哲

Ｕ□

帽レR

いけ

る

　

八
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9

　

宗
が
親
政
す
る
に
至
る
と
、
哲
宗
は
漸
く
煕
豊
載
に
傾
い
て
行
っ
た

　
　

こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
翌
紹
聖
元
年
Ｅ
　
　
心
四
月
に
章
惇
は
尚

　
　

書
左
僕
射
兼
門
下
侍
鄙
と
な
り
、
蘇
弑
既
せ
ら
れ
茫
純
仁
は
モ
の
相

　
　

た
る
の
職
を
罷
め
る
。
か
く
て
煕
豊
黛
の
勢
力
は
朝
廷
に
摘
大
さ
れ
、

　
　

政
局
を
全
く
左
右
す
る
に
至
り
、
同
じ
年
の
九
月
章
惇
・
李
清
臣
・

　
　

鄭
雍
等
（
三
人
と
も
煕
豊
馬
）
の
献
議
が
な
さ
れ
て
逐
に
再
び
制
科
を

　
　

罷
め
る
こ
と
に
な
＆
。
宋
會
要
稿
選
翠
一
一
哲
宗
紹
聖
元
年
九
月
十

　
　

二
日
の
條
に

　
　
　

上
曰
く
、
前
日
試
す
る
所
の
策
を
観
る
に
、
亦
た
進
士
と
何
ぞ
異
ら

　
　
　

ん
。
先
朝
嘗
て
此
の
科
を
罷
む
。
何
れ
の
時
か
復
だ
置
く
や
、
と
。

　
　
　

章
惇
等
對
え
て
曰
く
、
先
朝
初
め
て
進
士
の
策
を
御
試
し
、
即
ち
制

　
　
　

科
を
罷
む
。
元
肺
二
年
復
た
置
く
も
誠
に
補
す
る
所
無
し
。
初
皐

　
　
　

に
、
謝
慄
を
得
、
次
畢
に
は
王
営
・
司
馬
擦
等
を
得
た
る
も
、
聞
く

　
　
　

に
極
め
て
疏
謬
な
り
と
。
上
曰
く
。
極
め
て
文
理
を
成
さ
す
。
李

　
　
　

清
臣
對
え
て
曰
く
、
漢
に
在
り
て
は
亦
た
科
を
設
け
ず
。
異
材
を

　
　
　

選
獲
す
る
に
遇
う
は
或
は
材
に
因
り
、
或
は
災
異
に
因
る
。
大
事

　
　
　

を
策
問
す
る
に
即
ち
臨
時
に
特
に
召
す
、
と
。
上
曰
く
、
今
已
に

　
　
　

復
た
進
士
も
策
を
殿
試
す
。
此
の
科
既
に
進
士
の
策
と
異
る
無
し
。

　
　
　

況
ん
や
進
士
の
策
、
其
の
文
理
此
者
に
過
ぐ
る
に
お
い
て
お
や
、

　

と
。
鄭
雍
對
え
て
曰
く
、
其
の
人
の
何
如
を
観
る
の
み
。
然
れ
ど

　

も
自
床
多
く
時
政
の
間
失
を
言
う
、
と
。
上
曰
く
、
今
進
士
の
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伺

　

亦
だ
時
政
の
閥
失
を
言
う
可
し
、
と
。
因
て
詔
し
て
制
科
を
罷
む
。

と
あ
る
。
右
文
に
見
ゆ
る
章
惇
・
鄭
雍
・
李
清
臣
三
人
は
共
に
煕
豊

派
で
、
彼
等
の
主
張
す
る
制
科
度
止
の
理
由
は
賞
は
表
面
的
な
も
の

と
解
せ
ざ
る
を
得
ず
。
矢
張
り
王
安
石
・
呂
恵
卿
以
来
の
傅
統
的
な

制
科
度
止
の
黛
の
方
針
に
従
っ
た
と
考
久
ら
る
。
此
の
場
合
に
若
し

新
法
復
活
の
進
行
中
に
あ
っ
て
、
濁
り
制
科
停
度
の
み
を
煕
豊
派
の

政
策
外
と
し
、
例
外
と
し
て
取
扱
う
な
ら
ぼ
、
却
っ
て
不
自
然
の
そ

し
り
を
免
れ
ま
い
。

　
　
　

五

　

結

　
　
　

語

　

宋
の
制
科
停
度
が
安
石
の
意
見
を
最
初
と
し
、
爾
来
そ
の
存
度
が

菌
法
派
と
悉
く
鋭
く
對
立
し
て
来
た
こ
と
は
上
述
の
如
く
で
あ
る
が
、

制
科
は
何
故
に
新
法
黛
に
と
っ
て
殊
更
に
不
利
な
の
か
、
こ
の
問
題

を
考
察
し
て
結
論
を
急
ぎ
た
い
。

　

思
う
に
制
科
は
天
子
の
制
策
（
策
問
）
に
奉
答
す
る
が
、
既
述
の
如

く
策
問
は
経
策
と
時
務
策
と
あ
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
常
世
の
要
務
、

時
政
の
得
失
、
治
胤
の
端
を
對
え
し
む
る
方
法
を
と
る
以
上
、
時
局

-
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的
政
治
問
題
が
議
論
さ
れ
る
の
は
避
け
ら
れ
ぬ
。
そ
の
黙
元
来
詩
賦

論
の
い
わ
ゆ
る
三
題
と
帖
経
墨
義
を
以
て
試
す
る
科
皐
の
進
士
科
と

は
異
り
政
治
的
争
論
の
場
と
な
り
か
ね
な
い
。
新
し
い
革
新
政
策
を

矢
艦
早
や
に
施
行
せ
ん
と
す
る
新
法
鴬
と
し
て
は
、
出
来
る
だ
け
、

反
對
黛
に
か
ｘ
る
危
瞼
な
機
會
を
呉
え
ざ
る
様
、
未
然
に
手
段
を
轟

す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
、
孔
文
仲
事
件
の
前
年
、

新
法
政
治
着
手
の
始
め
、
王
安
石
は
制
科
を
改
正
し
、
こ
れ
に
對
し
て

一
つ
の
手
を
打
っ
た
。
印
ち
制
科
出
身
者
の
恩
典
創
減
之
で
あ
る
。

愧
郊
録
丿
一
「
制
畢
科
目
」
に

　
　
　
　

煕
寧
愛
更
の
初
、
王
荊
公
事
を
用
い
、
人
の
己
を
議
さ
ん
こ
と
を

　
　
　
　

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

　
　
　
　

悪
み
成
制
を
憾
が
さ
ん
と
欲
す
。
（
煕
寧
）
二
年
十
二
月
九
日
始
め

　
　
　
　

て
詔
し
て
制
科
の
恩
敷
を
創
る
。
學
を
罷
む
る
至
る
。

　
　
　

と
あ
る
。
こ
の
傍
鮎
の
部
分
に
注
意
し
た
い
。
ま
た
制
科
恩
敷
を
創

　
　
　

る
と
は
宋
會
要
稿
選
畢
一
一
同
年
同
日
の
條
に
よ
れ
ば
、
制
科
入
等

　
　
　

第
三
等
の
者
の
第
一
任
回
の
際
に
通
詞
差
遣
に
陸
任
す
る
こ
と
、
及

　
　
　

び
無
試
験
で
館
職
に
充
職
す
る
こ
と
を
賜
呉
せ
ぬ
方
針
（
従
来
に
比
し

　
　
　

一
等
を
降
す
）
を
採
っ
た
こ
と
を
指
す
。

　
　
　
　

安
石
は
孔
文
仲
事
件
の
以
前
か
ら
制
科
を
警
戒
せ
し
も
の
之

2
1
0

　

制
科
の
試
場
か
反
對
窯
に
と
っ
て
絶
好
の
討
論
の
機
會
と
な
る
事
を

ひ
そ
か
に
恐
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
従
来
、
寡
９
　
と
は
無
開
係

で
あ
っ
た
所
の
科
皐
も
進
士
科
の
試
に
於
け
る
策
問
採
用
（
煕
寧
三
年
）

の
後
は
安
泰
で
あ
り
得
な
か
っ
た
。
印
ち
紹
聖
元
年
進
士
科
殿
試
の

對
策
の
中
で
政
治
討
論
が
行
わ
。
れ
、
新
法
菌
法
の
是
非
二
様
の
答
案

が
出
て
、
考
官
は
菌
法
を
可
と
し
た
者
に
及
第
を
呉
え
、
新
法
を
可

と
し
た
者
を
落
第
と
し
た
が
、
新
法
派
の
疆
部
侍
耶
楊
畏
の
抗
議
的

主
張
に
よ
り
て
再
審
査
さ
れ
、
結
局
右
の
割
定
か
覆
り
及
落
そ
の
場

所
を
異
に
す
る
と
云
う
事
鰍
が
起
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
依
っ
て
も
新

法
鴬
に
と
っ
て
は
時
事
問
題
が
と
か
く
議
論
の
對
象
と
な
り
易
き
策

問
に
よ
る
試
験
は
、
進
士
科
と
い
わ
す
制
科
と
い
わ
す
、
鬼
門
で
あ

っ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

以
上
宋
の
制
科
の
改
変
と
黛
學
と
の
開
係
に
つ
い
て
、
概
略
な
が

ら
明
か
に
し
た
。
若
し
之
に
大
過
な
し
と
せ
ぼ
、
従
末
宋
の
鴬
９
　
問

題
が
経
済
的
此
會
的
問
題
の
み
で
あ
っ
た
に
對
し
、
こ
ご

政
治
的
色
彩
濃
厚
な
制
科
問
題
―
そ
れ
は
ス
ケ
ー
ル
は
小
な
り
と

い
ぇ
Ｉ
に
･
＃
よ
り
注
意
を
彿
う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

註
①
宋
會
要
稿
選
學
一
一
高
宗
紹
興
二
十
九
年
三
月
十
九
日
詔
中
の
言
。

　

②
右
書
一
〇
「
制
科
」
太
組
乾
徳
二
年
正
月
十
五
日
詔
中
の
言
。

　

③
①
に
同
じ
。

　

④
右
書
選
學
一
一
孝
宗
淳
煕
四
年
七
月
二
十
六
日
監
察
御
史
瀋
鯵
の
言
。
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⑧
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
甲
集
宿
九
「
状
元
阜
制
科
」

④
愧
郊
録
巻
一
｝
「
制
阜
科
目
」
元
祐
二
年
九
月
廿
四
日
。

⑦
石
林
燕
語
巻
九
。

②
宋
史
巻
一
五
六
選
挙
二
の
中
の
制
科
の
項
。

③
文
献
通
考
巷
三
三
「
賢
良
方
正
」
葉
適
諭
制
科
。

⑩
愧
郊
録
宿
一
一
「
制
阜
科
目
」
景
徳
三
年
九
月
十
七
日
。

⑨
宋
音
要
稿
選
挙
二
制
科
。

⑩
石
林
燕
語
宿
九
。

⑩
宋
會
要
稿
選
単
一
〇
制
科
慶
暦
六
年
六
月
十
八
日
詔
の
下
の
割
註
。

⑥
右

　

同
明
道
五
年
六
月
二
十
四
日
。

⑥⑩⑩

心一一y一一´

右

　

書
選
挙
一
一
制
科
淳
煕
十
二
年
二
月
二
十
六
日
。

⑩
拙
稿
「
北
宋
の
制
科
」
京
都
學
薗
大
學
々
報
Ａ
１
７
（
昭
三
〇
）

⑩
文
献
通
考
泰
三
三
「
賢
良
方
正
」

⑩
⑩
參
照
。

◎
⑩
に
同
じ
。

⑩
繊
灸
治
通
鑑
長
編
巻
三
六
八
侍
御
史
劉
摯
の
言
。

⑩
宋
會
要
稿
選
學
一
一
制
科
淳
煕
四
年
七
月
二
十
六
日
。

⑩
⑨
と
同
じ
。

⑩
拙
稿
「
北
宋
時
代
に
於
け
る
殿
試
の
試
題
と
モ
の
雙
湿
」
羽
田
博
士
頌
壽

　

記
念
東
洋
史
論
叢
（
昭
二
五
）

⑩
四
朝
聞
見
録
甲
集
「
制
科
詩
賦
三
絃
宏
博
」
及
宋
會
要
稿
選
挙
一
一
、
紹

　

聖
元
年
九
月
十
二
日
。

図
書
絃
（
周
書
）
「
洪
範
六
日
又
用
三
徳
」
正
直
、
剛
克
、
柔
克
の
三
徳
。

⑩
周
官
大
司
寇
の
三
典
で
あ
る
。
大
司
寇
掌
建
邦
之
三
典
。
以
佐
王
刑
邦

　

國
。
一
日
刑
新
國
用
軽
典
。
二
日
刑
平
國
用
中
典
。
三
日
刑
脱
國
用
重
典

⑩
有
名
な
る
管
淑
・
蔡
淑
（
周
武
王
の
二
弟
）
〇
故
事
。
周
公
を
悪
み
流
言

　

を
な
し
、
後
に
肘
の
子
武
康
を
挾
ん
で
叛
き
し
か
ぼ
成
王
周
公
に
命
じ

　

て
之
を
伐
た
し
か
。
（
書
経
周
書
、
孟
子
告
子
下
等
）

⑩
書
経
（
周
書
）
酒
１
　
「
阪
或
語
日
群
飲
。
汝
勿
侠
。
執
拘
以
好
周
」

◎
周
易
巻
五
下
絃
「
革
。
已
日
乃
孚
」

⑩
末
史
巻
三
三
七
芭
百
禄
傅
。

⑩
王
臨
川
集
巷
六
五
論
議
四
洪
範
傅
。

⑩
書
経
（
周
書
）
洪
範
、
「
粛
時
雨
若
」
（
粛
な
れ
ば
時
雨
若
う
と
普
通
は
解
す
）

⑩
湧
水
記
聞
巷
一
〇
。

⑩
聶
崇
岐
氏
「
宋
代
制
畢
考
略
」
史
學
年
報
二
巻
五
期
（
民
國
二
七
）

⑩
宋
史
巻
三
四
三
蒋
之
奇
傅

図
末
元
學
案
巻
九
六

⑩
右
同
「
攻
元
㈱
之
學
者
」
中
に
三
人
名
を
列
ね
、
略
歴
を
示
す
。

⑩
四
朝
聞
見
録
甲
集
「
制
科
詩
賦
三
経
宏
博
」
及
び
愧
部
録
巻
一
一
「
制
皐

　

科
目
」
に
簡
草
な
記
事
あ
り
。
績
賓
治
通
鑑
長
編
拾
補
巻
一
一
は
愧
郎
録

　

を
引
く
。

⑥
宋
史
巷
三
五
五
楊
畏
傅
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
三
一
、
九
、
五
）
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Buddhist Temples in Fuchien under Sung

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＭａｓａａｋｉＣｈｉｋｕｓａ

　　　

Fuchien was ａ centre of Buddhism under Sung along with Chechiang

and Chiangsu.　It was called ａ“ Buddhist countryグ　There the temples

possessed one-forth of the cultivatedland, and in Changchou the Siχ-seventh

of the land was in their possession, while the number of　the　temples

amounted to 0.5 per cent of the totalnumber of households in that province.

Ａ larger part of the temple land was utilized for the cause of public

welfare；ｅχtraordinaryprovincial ｅχpendituresdepended upon the revenue

from the temple possessions and the public constructions such as schools,

bridges, dams and so on were also paid from it, while the priests were

in charge of constructing and maintaining the public works. The temple-

owned land played an important economic and financial role in Fuchien

under Sung.　The Government, the clergy and the people made efforts to

make use of the temple properties, but they lost sight of the・true cause

of the Buddhist religion. Consequently, in the passage of time the temples

and even Buddhism itself declined.

Chih-k'o and Sung Clique strifes

　　　　　　

ＴｏｓfitfeaｚＭＡｒａki

　　　

In the chih-k'o or government service examination under Sung, which

was held in the 3rd year of Hsi-ning (1070 A.D.), K'ung Wen-chung, who

belonged to the opposition clique,severely criticisedWang An-shih's policy･

Thereupon, Wang An-shih advised Emperor Shen-tsung to reject K'ung χVen-

chung as well as to abolish the chih-k'o itself.　Meanwhile, Wang An-shih
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resigned as Prime Minister, and Lii Hui-ch'ing, one of his faithfulfollowers,

was appointed to succeed him. In spite of strong protest on the part of

the opposition clique Lii was successful to abolish the chih-k'o system in

1074･ Ａ･Ｄ.When Emperor Cheh-tsung acceded to the throne in　1086, the

Yiian-yu clique defeated the Hsi-ning clique, and the chih-k'o system was

restored in the following year.　Seven years later, when Emperor Cheh-

tsung began to favour the Chih-ning　clique, he　agreed　to　abolish the

chih･k'Ｏsystem again in response to the request of Chang Tun.　As seen

in the above, the vicissitudes of the chih-k'o system are closely related with

those of the politicalcliques.

Chih-hsQan and Yenin

　　　

ＫａtｓＭtｏｓkt　Ｏれｏ

　　

The biography of Chih-hsiian is found in the Biographies of Eminent

Sung Buddhist Priests in the Dynastic History of Sung. He was born in

Ssu-ch'uan, and went to Ch'ang-an to stay at the Buddhist temple, Tzu-

sheng-ssu, at Tso-chieh during the reigns of Emperors Wen-tsung and Wu-

tsung.

　

Incidentally, the Japanese priest,Yenin happened to study at Tzu-

sheng-ssu. These two learned priests,one Japanese and the other Chinese,

made good friends with each other. Yenin also made many friends with

those Chinese adherents of Buddhism who associated themselves with

Chih-hsiian, and　among them we find such eminent persons as Yang

Ching-chih and Yang Ｌｕ･shih whose biographies are found in the Sung

Dynastic

　

History.

　

If

　

we

　

look

　

at

　

Yenin's “ Nyu-to　shin･gu　shogyo

mokuroku ”and “ Nyu-to gu-ho junrei gyo-ki,”we meet with ａ number of

interesting facts which do not appear in Chinese sources, but so far the

personal

　

association between these two　eminent Japanese and Chinese

priests seems to have been largely overlooked. Priest Yenin not only

exercised ａ great influence over Japanese Buddhism but also he appears

to have been one of the most prominent personages in the history of

cultural contact between Japan and China in the T'ang period｡
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